
別表第一 取 消料 (第十六条第一項関係)
一 国 内旅行に係る取消料

別表第二 変 更補償金 (第二十条第一項関係)

変更補償金の支払いが必要 となる変 更

‐件あた りの率 (%)

旅行開 始前 旅行 開ナ台後

契 約 書 面 に記 載 した旅 行 開 始 日又 は旅

行 終 了 日の変 更

契 約 書 面 に記 載 した 人 場 す る観 光 地 又

は観 光 施 設 ( レス トラ ン を合 み ます 。) そ

の他 の旅 行 の 目的 地 の変 更

契約 書 面 に記 載 した運 送 機 関 の 等 級 又

は設備 の よ り低 い 料金 の もの へ の 変 更 ( 変

更 後 の 等 級 及 び 設 備 の 料 / 1 X の合 計 額 が 契

約 書 面 に 記 載 した 等 級 及 び 設 備 の そ れ を

卜回 つた場 合 に限 ります 。)

契 約 書 面 に 記 載 した 運 送 機 関 の 種 類 又

は会 社 名 の変 更

契 約 書 面 に記 載 した 本 邦 内 の 旅 行 開 始

地 た る 空 港 又 は 旅 行 終 了 地 た る空 港 の 異

な る便 へ の変 更

契 約 書 面 に 記 載 した 本 邦 内 と本 邦 外 と

の 間 に お け る直 行 便 の 乗 継 便 又 は 経 由 便

へ の変 更

契 約 書 面 に 記 載 した 宿 泊機 関 の 種 類 又

は名林 の変 更

契 約 書 面 に記 載 した 宿 泊機 関 の 客 宝 の

種 類 、設備 、景 観 そ の 他 の客 室 の 条 件 の変

更
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1  0

1  0
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2  0

2  0

2  0
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注
‐ 「旅 行 開 始 前 」 とは 、 当該 変 更 につ い て旅 行 開 始 日の 前 用ま で

に旅 行 者 に通 知 した場 合 を い い 、「旅 行 開 始 後 J と は、当該 変 更 に つ

い て旅 行 開 始 当 日以 降 に旅 行 者 に通 知 した場 合 をい い ます。

注 i  確 定 書 面 が 交付 され た 場 合 に は 、「契 約 書 面 」とあ るの を 「確 定

書 面 」と読 み 替 えた 上で 、この 表 を適 用 します 。 この場 合 にお い て 、

契 約 書 m i の記 載 内容 と確 定 書 面 の 記 哉 内容 との間 又 は確 定書 l F f l のr t p L

載 内 容 と実 際 に提 供 され た旅 行 サ ー ビスの 内 容 との 間 に変 更 が生 じ

た ときは 、 それ ぞれ の変 更 につ き一件 と して1 文り扱 い ます。

注 三 第 二号 又 は 第 四 号 に掲 げ る変 更 に係 る運 送機 関 が宿 泊設備 の利

用 を伴 うもの で あ る場 合 は 、
一 泊 につ き一件 と して取 り扱 い ます。

注 四 第 四 号 に掲 げ る運 送 機 関 の 会 社 名 の 変 史 に つ い て は 、等級 又 は

設備 が よ り高 い t ) のへ の変 更 を伴 う場 合 には適 用 しませ ん。

注 工  第 四 号 又 は 第 七 号若 しくは 第 人 号に掲 げ る変 更 が 一乗 車船 等 又

は 泊 の 中 で複 数 生 じた場 合 で あ っ て t ) 、 一乗 車船 等 又 は 泊 に つ

き
一件 と して 取 り扱 い ます 。

区 分 取 消 料

( )次 填以外の受注型企画旅行契約

イ ロ か ら へ ま で に 掲 げ る 場 合 以 外 の 場 合

( ヽ 社 が 契 約 書 面 に お い て 企 画 料 金 の 金 額

を 明 示 した 場 合 に 限 る。)

口 旅 行 F f l 始日 の 前 日 か ら起 算 し て さ か の ぼ

っ て i 十 日 H ( 日 帰 り旅 行 に あ つ て は 十 日

日 ) に ち た る 日以 降 に 解 除 す る 揚 合 ( ハ か

| っr まヽ で に掲 げ る 場 合 を 除 く。)

′ヽ  旅 行 J F j 始1 1 の前 日 か ら 起 算 し て さ か の

ぼ つ て 七 H 1 1 に ヽ た る 日 以 降 に 解 除 す る 場

合 ( 工か t ) へま で に 掲 t ずる 場 合 を 除 くぃ)

二  旅 l l ‖H 始 卜び, 前 F l に解 珠す る場 合

ホ  旅 行 開 始 当 日 に 解 除 す る 場 合 ( へ に 掲 げ

る場 合 を 除 くЭ)

へ  旅 行 開 始 後 の 解 除 又 は 無 連 絡 不 参 加 の

場 合

企 画 料 金 に 相 当す る

金額

旅 行 代 金 の 20%以 内

旅 行 代 金 の 30%以 内

旅 行 代 金 の 40%以 内

旅 行 代 金 の 50%以 内

旅行代金 の 100%以 内

(1)貸 切船舶 を利用する受注型企画旅行契約 当該 船 舶 に係 る取 消

料の規定によ ります。

備考  (  )取 消料の金額は、契約書面に明示 します。

(工)本 表の適用 に当たって 「旅行開始後Jと は、別紙特別補償規

柱第 1条第 二項に規定す る 「サー ビスの提供 を受けることを

開始 した時」以降をいいます。

二 海 外旅行に係 る取消料

分区 取 消 料

本月! | | |「] HⅢ又は帰同時に航空機 を利用す る受注型企画旅行契約 (次項 に

掲げる旅行契約を除 く。)

イ ロ か ら 二 ま で に 掲 げ る 場 合 以 外 の 場 合

( ヽ 社 が 契 約 き 出i に お い て 企 画 料 命 の 結

4 H を明 示 した場 合 に 限 る。)

口  旅 そi 開 始 L H げ〕前 日 か ら 起 算 し て さ か の

十言っ て i l ロ ロ に 当 た る 日 以 降 に 解 除 す

る場 合 ( ハ及 び 二 に掲 げ る場 合 を除 く。)

小  旅 イT 開 始 H の 前 々 日以 降 に 解 除 す る 場

合 ( 二に掲 げ る場 合 を除 く。)

=  旅 行 開 始 後 の 解 除 又 は 無 連 絡 不 参 加 の

場 合

企 画 料 金 に 相 当 す る

金額

旅 行 代 金 の 2 0 %以 内

旅 行 代 金 の 5 0 %以 内

旅 行代金 の 1 0 0 %以 内

貸 切航 空機 を利 用 す る受 注 型 企 画 旅 行 契 約

イ ロ か ら ホ ま で に 掲 げ る 場 合 以 外 の 場 合

( 肖 1 とが 契 約 書 面 に お い て 企 画 料 金 の 金

額 を 明 示 した場 合 に 限 る。)

口 旅 行 開 始 日 の 前 日か ら 起 算 し て さ か の

ぼ つ て ' L 十日 日 に 当 た る 日 以 降 に 解 除 す

る 場 合 ( ハ か ら ホ ま で に 掲 げ る 場 合 を 除

く「)

′ヽ  旅 行 け‖始 日 の 前 F ] から 起 算 し て さ か の

ば つ て | 1 日 H に 当 た る 日 以 降 に 解 除 す

る場 合 ( 二及 び ホ に掲 げ る場 合を除 く。)

工  旅 行 開 始 日 の 前 日か ら 起 算 し て さ か の

| = っ て 工 | ロ ロ に 当 た る H 以 降 に 解 除 す

る場 合 ( ホに掲 げ る場 合 を除 く。)

ホ  旅 行 開 始 日 の 前 日か ら 起 算 し て さ か の

ぼ っ て i F 日 に 当 た る 日 以 降 の 解 除 又 は

, 【連 絡 イ( 参加 の場 合

企 画 料 金 に 相 当 す る

金額

旅 行代金 の20%以 内

旅行 代金 の50%以 内

旅 行代金 の80%以 内

旅 行代金 の 100%以 内

本 打t  H l  L T 時及 び 帰 同 時 に 船 舶 を 利 用 す る

受 1 上
I . n / 1 画旅 行 契 約

当該 船 舶 に係 る取 消

料の規定によ ります。

備考  (  )取 消料の金額は、契約書両に明示 します。

( )本 表の適用に当たつて 「旅行Ff f R始後 Jと は、別紙特別補償規程

第二条第二項 に規定す る 「サー ビスの提供 を受 けることを開始

した時J以 降をいいます。             _

(苦情の申出)

旅行者は、当社 との旅行業務に歯する苦情について、当事者

間で解決ができなかつた場合は、下記の協会に、その解決につ

いて助力を求めるための申出をすることができます。

記

名 称   一 般社団法人 日 本旅行業協会

所在地  東 京都千代田区霞が関三丁目3香 3号

電 話   (03)35921266


